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障害福祉関係事業所等における新型コロナウイルスへの対応に関する要望 

 
  

日頃より、知的障害福祉の増進にご尽力を賜り、感謝申し上げます。 また、新型コロナ

ウイルスへの対応に際し、柔軟なご配慮をいただき重ねて感謝申し上げます。  

さて、緊急事態宣言後、障害福祉サービス事業所等においては、サービスを利用している

知的障害のある方の安全を確保し、新型コロナウイルスの感染拡大の防止に努めつつ日々

支援に力を尽くしております。 

障害福祉サービス事業所の支援員は、その業務の特性から利用者との密接を避けること

ができません。特に居住系サービス（障害者支援施設やグループホーム等）では、新型コロ

ナウイルス感染が発生した場合、感染リスクが高い中で支援を継続していかなければなり

ません。各事業所では感染防止用品の確保に努めていますが、需要に供給が追い付かないこ

とや価格が高騰していることから未だ入手が困難な状況にあります。 

つきましては、さらなる感染拡大の防止と利用者の生命を守り継続的にサービスを提供

するため、支援員がモチベーションを保ち、安心して支援にあたることができるよう、次の

とおり要望させていただきますので、特段のご配慮をいだたきますようよろしくお願い申

し上げます 。 

 

１．新型コロナウイルス感染への対応について  

（１）障害福祉サービス事業所で感染が疑われる者がいる場合の PCR 検査の実施について 

 ・各地の福祉施設でクラスターの発生が報告されています。職員や利用者に「体調不良」

や「濃厚接触の疑い」がみられた際には、早急にＰＣＲ検査を実施していただくようお

願いいたします。あわせて、簡便に診断ができる抗原検査の活用についてもご検討いた

だきますようお願いいたします。 

 



（２）居住系サービス（障害者支援施設・グループホーム）等で新型コロナウイルスの感染

が発生した場合の対応について 

・居住系サービスにおいて感染が発生した場合には、感染者が速やかに入院出来るよう、

特段のご配慮をお願いいたします。どうしても入院が困難な場合（軽症者や障害特性か

ら入院治療が困難な者等）については、一定期間治療や支援を受けながら過ごせる場所

等を確保していただくようお願いいたします。 

・居住系サービスで集団感染が発生した場合には、速やかに専門医や看護職員を派遣する

とともに、保健所の指導等の体制を整えていただくよう、各自治体への協力の要請等を

お願いいたします。 

・感染が発生した場合、当該施設の職員が長期的に利用者支援にあたるには限界があるこ

とから、応援職員の派遣が必要となる際には、自治体がその調整をしていただきますよ

うお願いいたします。 

・感染が発生した施設で利用者支援にあたる職員は、感染拡大防止の観点から自宅に戻る

ことが困難となるため、支援する職員が宿泊できる場所等の確保に係る調整や費用の

補助をお願いいたします。 

 

（３）マスクや消毒液等の衛生用品や防護用品等の確保について 

・感染が発生した施設等では、感染拡大防止のための衛生用品や防護用品（サージカルマ

スク、アルコール消毒液、使い捨てエプロン、アイゴーグル、防護服、シューズカバー、

体温計、ゴム手袋等）が必要不可欠です。これらの衛生用品等は、利用者や支援職員の

集団感染の防止の観点から、すべての障害福祉サービス事業所や相談事業所等に必要

となりますので、国から可及的速やかにお手配いただくようお願いいたします。 また、

法人等において感染防止のための衛生用品等をすでに購入した際の費用の補助等につ

いても併せてご検討いただきますようお願いいたします。 

 

（４）在宅で暮らす障害者の家族等が感染した場合の支援について 

・障害者の家族や主たる介護者が新型コロナウイルスに感染した場合、自宅での暮らしを

維持することが困難になります。こうしたケースが発生した場合に備え、障害者を一時

的に支援する場所のご検討をお願いいたします。 

 

（５）専門家による指導と相談窓口の設置について 

・集団感染防止のための予防対策として、例えば、サージカルマスクや防護服等の正しい

着脱方法、汚染物（ウイルスの付着した物等）の処理方法、建物内の適切なゾーニング

や導線等についての専門家によるご指導をお願いいたします。特に、感染が発生した場

合については、各施設・事業所の構造の特性等に合わせ、個別に具体的なご指導をいた

だくようお願いいたします。 



・福祉関係者の日々の不安等を払拭するための相談窓口の設置をお願いいたします。 

 

（６）医療・福祉従事者への差別や偏見に対する対応について 

・新型コロナウイルスの感染が発生した障害福祉サービス事業所の利用者や職員、その家

族等が地域社会からの差別や偏見、誹謗中傷等で苦しむことなく安心して職務に専念

できるよう、国民への注意喚起や啓発等のご対応をお願いいたします。 

 

２．障害福祉サービス事業所の事業継続について 

（１）配置基準や報酬等に関係する各種研修の延期に伴う影響について 

・新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、各地でサービス管理責任者研修や強度行動障

害支援者養成研修等の開催が延期されています。感染が終息するまでの間については、

サービス管理責任者研修等の要件の緩和措置や、研修参加計画を提出することをもっ

て重度障害者支援加算の算定が可能となるよう柔軟な取扱いをお願い申し上げます。 

 

（２）新型コロナウイルス関連で発出された特例等に関する事務連絡の周知徹底について 

・新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、厚生労働省では自治体に対し、障害福

祉サービス事業所等における人員配置や報酬請求等に係る特例や柔軟な取り扱い等を

示されていますが、自治体間の運用に差があるため、再度事務連絡の趣旨を徹底してい

ただきますようお願いいたします。 

 

（３）就労継続支援事業における利用者の収入の減少に対する補填等について 

・新型コロナウイルスの感染拡大により、就労支援事業所では、生産活動収入が大幅に減

少しています。就労継続支援Ａ型では、雇用調整助成金の利用が可能であり、新型コロ

ナウイルスの影響を踏まえて制度の要件緩和等もおこなわれていますが、申請方法が

複雑で支給までに時間がかかっています。グループホーム等で生活している就労継続

支援Ｂ型の利用者は、工賃と障害基礎年金で自立した地域生活を実現しているため、工

賃の減少は利用者の生活に大きな影響を与えます。 

また、障害者雇用の現場では、すでに企業や会社による障害者の解雇や整理が行われて

おり、離職した障害者の受け入れ先として、就労継続支援事業所が想定されますが、十

分な生産活動収益が確保できないなかでは不安視されます。 

就労継続支援事業では、自立支援給付費からの工賃や賃金への一時的な補填が認めら

れていますが、長期化すればこれらの対応では限界があるため、工賃の減少に伴う利用

者への経済的支援を講じていただきますようお願いいたします。 

 

 



（４）障害児入所施設の報酬算定について 

・厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課措置費係 令和２年２月 28 日付事務連絡「新型コ

ロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての児童養護施設等の対応

について」によると、学校が休みとなった際に毎日子どもが児童養護施設内にいること

となったときに日中の職員体制を確保した場合の措置が講じられています。しかし、障

害児施設は当該通知の対象となっておりません。ついては、障害児入所施設についても

児童入所施設として同様の取り扱いをしていただきますようお願いいたします。 

 

（５）利用自粛に伴う事業所の減収への対応について 

・居住系サービスや日中活動系サービスでは、人員配置や報酬請求等に係る特例や柔軟な

取り扱い等が示されていますが、居宅介護・行動援護・短期入所や日中一時支援、児童

発達支援事業等についても、自粛や利用控え等により通常の利用時と比較して著しく

利用が減り収入が減っている事業所があるため、これらの事業に対し経営を安定する

ための対策の検討をお願いいたします。 

 

（６）感染リスクの高い環境で支援に関わる職員に対する手当等の支給について 

・居住系サービス（障害者支援施設やグループホーム等）では、新型コロナウイルス感染

が発生した場合、感染リスクが高い中で支援を継続していかなければなりません。加藤

厚生労働大臣は 5 月 1 日の会見で、新型コロナウイルスの感染が発生した施設で支援

を行う介護職員等に対し、いわゆる危険手当のような手当を支給できるようにする方

針を示しましたが、支援員がモチベーションを保ち、安心して利用者支援にあたること

ができるよう、障害福祉サービス従事者に対しても同様の取り扱いとしていただきま

すようお願いいたします。 

 

（７）感染拡大防止のための個室化対応等への財政措置について 

・居住系サービス（入所施設、グループホーム等）において感染が発生した際の感染拡大

防止に向けて、入所施設等が行った増改築や利用者の居室の個室化に対する財政支援

をお願いいたします。 


